
 
 

第２期 中期目標・中期計画（素案） 
 
 
 
 

国立大学法人一橋大学 
平成 21年 6月 30日 



◆中期目標の期間及び教育研究組織
１　中期目標の期間
　平成22年度から平成27年度まで
２　教育研究組織
　この中期目標を達成するため，別表に記載する学部・研
究科等及び共同利用・共同研究拠点を置く。

【前文】

(大学の基本的な目標）
  一橋大学は、市民社会の学である社会科学の総合大学として、日本におけるリベラルな政治経済社会の発展とその指導的、中核的担い手の育成に貢献してきた。人文科
学を含む研究教育の水準はきわめて高く、創立以来、国内のみならず国際的に活躍する、多くの有為な人材を社会へ送り出している。この歴史と実績を踏まえ、21世紀に求
められる先端的社会科学の研究教育を積極的に推進し、その世界的拠点として、日本、アジア及び世界に共通する重要課題を理論的、実践的に解決することを目指す。

(使命）
  大学の機能別分化を踏まえ、次の四つの事項を本学の使命とし、それぞれにつき、グローバルな情報ネットワーク及び人的ネットワークを構築しつつ、より具体的な中・長期
的目標を設定する。
  ①新しい社会科学の探究と創造
  　 ・伝統的社会諸科学の深化と学際化、人文諸科学等の他研究分野との連携及び研究教育組織の横断化
  　 ・研究環境・研究成果の国際的高度化
　②全学共通教育と専門教育の有機的連関及び他大学との連携
    ・教育の実質化と高度化
    ・四大学連合を中心とした自然科学的研究との協同及び他大学との大学院の共同実施
  ③構想力ある専門人・理性ある革新者・指導力ある政治経済人の育成
    ・国際性と市民的公共性を備えた専門人教育の推進
　   　 (専門人とは、企画立案型の国家・国際公務員、弁護士や公認会計士、企業関係の高度専門職業人だけでなく、研究者、評論家、ジャーナリスト、NPO参加者など、
　　　　自己の高度の専門知識によって市民公共的に活動する知的プロフェッショナルを指す。)
  ④国内・国際社会への知的・実践的貢献
   ・実務及び政策への積極的な貢献と産学連携の推進

国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置

各部局において、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーの作成・公表を含む学士課程教育のあり方につい
て再検討し、そのことをカリキュラムや開設科目の改革に反映させる。

全学共通教育と各学部・研究科の教育の有機的連関を含め、カリキュラム全体のあり方について全学的組織で
ある教育委員会を中心に検討し、その結果を実施する。

前期課程における少人数教育を、導入ゼミ・前期ゼミ等、学部の目標に即して改善・充実させ、探求心と実証力、
多様な表現力、対話の姿勢と共感性や交渉力を養う。

企業や同窓会組織（如水会）との連携により、「如水ゼミ」等の実践的教育科目の充実を図る。

学部においては、短期プログラムを創設し、短期の派遣及び受入を推進する。海外語学研修の実施等を含め、交
流協定校を中心に毎年300名程度を派遣するとともに、受入も同程度を目指す。また、学士課程国際プログラムを
創設し、長期の受入を充実させる。大学院では、ダブル・ディグリー等により海外の大学との連携関係を強化す
る。

学士課程においては、実社会での実践的運用力の基礎となる英語コミュニケーション能力を向上させるための教
育を行い、大学院課程においては、英語の高度運用能力養成プログラムを実施する。

英語による教育科目を増加させ、留学生・日本人学生の国際性を涵養する。

部局ごとの特色に応じ、外国人ないし外国での教育経験をもつ教員を増加させるとともに、教員の協働により教
育効果を上げ、教育の質を改善する。

多様化する社会の連帯と発展に寄与し、自由で平等な社会
の建設に資する人材を育成するため、男女共同参画教育・
人権教育を充実させる。

既に実施されている男女共同参画教育・人権教育を集約し、大学全体のプログラムとして合理的な運営体制を作
り、これらの教育をさらに充実させる。

全学の教育理念と各部局のアドミッション・ポリシーやカリ
キュラム・ポリシー等に沿った体系的・効果的なカリキュラム
を導入し、必要な科目を配置するとともに、それらの実施状
況や成果について、評価・検討するためのシステムを構築
する。

本学の伝統である少人数教育をさらに徹底するとともに、
特色ある授業科目の一層の充実を図る。

世界で通用する多様な人材を育成するため、学部・大学院
を通じて学生の国際交流を推進するなど、教育の国際化を
進める。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

他大学との連携による教育を推進する。 慶応義塾大学と「EU高度教育研究共同大学院」の設置を計画するとともに、国際的ネットワークを強化する。ま
た、四大学連合による教育を継続・発展させる。

学部・研究科内の計画推進組織を設置し、進捗状況・実績の可視化と成果の蓄積を行うとともに、学生によるアン
ケートの有機的活用に基づく評価、教育改善の体制を確立する。

ＦＤ活動を継続的に実施するとともに、効果的な教材・資料の提供・蓄積システムを構築する。

学生の情報リテラシー教育支援のため、学習環境を整備す
る。

附属図書館では、学生の主体的活動と連携した学生協働事業を行うとともに、電子的資料や情報機器を活用し
た学習環境整備を進める。

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

広範な進路の開拓、積極的な啓蒙活動、就職支援のための専門員による相談・支援等を行う。また、特に大学院
生については、専攻等に応じた就職支援体制を構築する。

インターンシップ・エクスターンシップの実施対象・規模を拡大し、キャリア支援をさらに充実させる。

国際化を推進するための各種支援体制を強化する。 留学生の受入・支援体制を強化するための組織再編を行うとともに、学部・大学院生の海外留学・海外研修のた
めの支援制度を一層充実させる。

優秀な研究者を養成するための支援を行う。 外部資金等による経済的研究支援、及び、助教、ジュニア・フェロー等の制度活用による、教育能力育成や経済
的支援等、大学院生等に対する経済的な支援を充実させる。

学生に対するきめ細かい学習指導・生活相談の体制を充
実させ、適切・快適な研究・教育・生活環境を提供する。

学習指導、生活相談にまできめ細かく対応するため、学生相談室の体制をさらに整備し、メンタルヘルス支援の
ために必要な機能を充実させる。また、各種ハラスメント防止に資する制度・組織を充実する。

学部生・大学院生の環境に応じたきめ細かいキャリア支援
体制を確立する。

学部・研究科ごとに、主体的な教育改善の取組を可能にす
るとともに、その進捗状況を評価・監査し、教員個人及び組
織における教育改善への継続的な取組を促す体制を構築
する。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

世界最先端の研究情報の共有と重点領域の設定のため、部局横断的研究組織を戦略的見地から検討する。こ
の目的を達成するため、「一橋大学研究機構（仮称）」を設立し、研究カウンシルの下で検討を進める。

研究成果の広報と情報発信活動を活発化する。特に外国語ウェブ・サイトを充実させ、また同時に本学の研究が
もたらす国内・国外へのインパクトを自己評価していく。

日本とアジア及び世界の経済・社会の多角的分析を中心とした研究を推進する。また、本学の総力を結集した包
括的な政策研究プログラムを推進する。これらについては、「一橋大学研究機構（仮称）」を活用し、機動的、創造
的な研究を行う。
(当面、吹野基金による全学国際共同研究プロジェクト「東アジアの安定的発展と日本の役割：グローバリゼーショ
ン･成長の質･ガヴァナンス」（吹野プロジェクト）をさらに発展させる。さらに、社会経済政策を包括的に研究し、情
報発信を行うプロジェクトを発足させる。)

長期的な経済・社会統計データベース作成をもとに特色ある公共的研究を促進する。

グローバルCOEプログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」を推進する。

グローバルCOEプログラム「日本企業のイノベーションーー実証的経営学の教育研究拠点」を推進する。

「日本および世界経済の高度実証分析」共同利用・共同研究拠点として、経済研究所を発展させる。

新規大型研究プロジェクトを創成する。

世界水準の社会科学の創造と総合を図る。

社会科学の多様な創造的展開を進める。

経済・社会の新たな課題に挑戦する。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置

学内共同教育研究施設のあり方を再検討し、研究の多様性、機動性を確保できる体制を整える。「一橋大学研究
機構（仮称）」を設立し、各研究センターをその下部組織として位置づけることによって、研究科横断的な研究組織
の組成を促進する。多様で創造的な研究の促進のために、研究カウンシルによる研究の方向性の示唆等を活用
する。

外国雑誌センター館の使命を果たしつつ、また、外国雑誌の価格高騰に対する対策を講じつつ、世界的研究に資
する社会科学に関する総合的資料の収集に努める。

各研究科は女性教員比率を高める数値目標を定め、女性教員採用を促進する。

研究との両立を図るべく出産・育児支援を行う。

研究グループ、研究センター等による共同研究プロジェクトを推進する。

国内外の研究機関と研究協力を推進し、戦略的パートナーシップを確立する。内外の研究者が直接応募できる共
同研究の仕組を開発する。

大学間連携を進め、共同研究活動を活発化して、その成果を公表する。

計画̶実施̶点検̶改善のサイクルを、全学、部局、プロジェクト単位で推進する。

認証評価、大学ランキング等外部評価を積極的に活用する。

研究者データベースと機関リポジトリとの連携を図り、本学教員の業績とその一次コンテンツへのアクセス利便性
を向上させ、外部からの評価が容易になるようにする。

外部評価を含む研究評価体制を構築する。

国内・国際の研究交流を推進する基盤を構築する。

公正な評価に基づく女性研究者の積極的採用・登用を行
い、その能力を最大限に活用する環境形成を行う。

社会諸科学の多様な創造的展開を進めるための基盤を整
備する。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

ジュニア・フェロー制度を充実させ活用を図る。

すぐれたポストドクターや博士課程大学院生の研究を支援する。

持続的に外部資金を増大できる仕組みを開発する。

科学研究費補助金の申請率を平成27年度までに10％増にするとともに、その他、民間企業等の競争的資金への
申請件数の増加に努める。

外国語専門雑誌等への寄稿を奨励し翻訳を支援する。

学内研究助成制度を整理し、再編する。

３　その他の目標 ３　その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置

社会人一般及び地域住民に向けた教育サービスのより一
層の充実を図る。

社会貢献委員会を中心として、従来より行ってきた『一橋大学公開講座』、『開放講座』、『関西アカデミア』等の再
評価・総括を行うことによって、より一層の充実を図る。

地域社会に対し、専門知識による助言等を行う。 地域産業及び行政機関等との連携を充実させる。

政府、国際機関、産業界、メディア等に対し、専門知識によ
る助言活動を積極的に行う。

社会貢献委員会を中心として、政府、国際機関、産業界、メディア等に対する専門知識による助言活動を大学とし
てシステマティックに行うために、これまでの実績及び教員の専門領域等の情報に基づいて、上記機関からの
ニーズとの有機的連結を図る。

実社会での最先端の問題発見、解決に資する、産学官共
同による教育・研究の一層の充実を図る。

「産学官連携推進室」を設けることによって、「産学官連携基本ポリシー」に則って、経済界や官公庁、法曹界等と
の組織的な連携を図る。

（２）国際化に関する目標 （２）国際化に関する目標を達成するための措置

社会科学の総合大学として、特色ある国際交流を行う。 世界の主要大学との連携を強化し、社会科学における教育・研究のネットワークの構築を推進する。

研究支援体制の強化を図る。

全研究者の努力で外部資金を獲得する。

若手研究者の発掘と育成を図る。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　組織運営の改善に関する目標 １　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置

大学院博士課程について、大学院教育の質の維持・確保の観点から適正な入学定員のあり方等について検討す
る。

学部・研究科ごとに、ミッションに照らした役割や人材の受給見通し等を踏まえて、質の維持・確保の観点から入
学定員や組織の見直しを図る。

学長のリーダーシップの下、法人本部のガバナンスの在り方について検討するとともに、経営協議会及び監査結
果等における学外者の意見について、法人運営へのより一層の活用を図る。

学内の全学委員会・事務組織等の点検評価を実施し、必要に応じ、再構築を行う。

多様な教員の確保を図る。 教員の再雇用制度を促進する。また、女性教員、外国人及び外国での教育経験を持つ教員の増加を図る。

優秀な職員の確保を図る。 従来の法人職員採用試験に加え、高度の専門的知識及び事務処理能力等を有する一般職員の大学独自の採
用制度を構築・実施するとともに、幹部職員の内部登用及び女性職員の登用を含めた一般職員の育成計画を踏
まえ、高度で体系的な研修計画を策定・実施する。

学長のリーダーシップの下、本学の教育研究を戦略的に向上させるための経費として「大学戦略推進経費」を確
保し、重点配分する。

毎年度、教職員の個人評価を実施し、その結果を教育研究及び業務運営の活性化等に反映させる。

２　事務等の効率化・合理化に関する目標 ２　事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

事務電算化の推進や業務処理の見直し等により、事務の
効率化・合理化を図る。

現行の各事務情報システムを全学的見地で見直し、電子決裁の一部導入等、業務の効率化、セキュリティ確保
等を促進するために、連携・集約化を行う。

戦略的な方針に基づき、教育研究活動をより一層活性化す
る。

教育組織の見直しを検討・実施する。

法人全体のガバナンスの在り方について検討する。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標 Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関
する目標

１　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

積極的に外部資金の増加を目指す。 外部資金獲得のための具体的方策を毎年度策定するとともに、外部資金への申請を奨励・支援する。また、一橋
大学基金をはじめとした寄附金の増加に努める。

２　経費の抑制に関する目標 ２　経費の抑制に関する目標を達成するための措置

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」（平成18年法律第47号）に基づき、平成18年度
以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を
行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員
の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47 号）に基づき、国家
公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成18年度からの５年間において、△５％以上の人件費削減を行う。更
に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改
革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

管理的経費の節減等による経費の効率化・合理化を進め
る。

契約の見直し、省エネ機器の導入等により経費の抑制を図る。

３　資産の運用管理の改善に関する目標 ３　資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

適切な資金運用や資産管理を行う。 適切な資金計画を策定し運用を行い、運用益を確保する。また、保有資産の効率的・効果的運用に努める。

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関
する目標

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　評価の充実に関する目標 １　評価の充実に関する目標を達成するための措置

自己点検・評価、及び外部評価を実施し、その充実を図る。 各年度ごとに点検・評価項目を定め、実施結果を公表し、教育研究の活性化等に反映する。
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国立大学法人一橋大学　第２期中期目標・中期計画項目（素案）一覧表

中期目標 中期計画

２　情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２　情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置

国内広報のより一層の充実とともに、海外広報の新たなる
展開を目的として、広報の国際化を図る。

ＵIの確立等、国内知名度の向上を目指した情報発信力の強化、及び、インターネットによる英語での情報発信力
の強化等によるグローバル・ブランド化を図る。

広報のための情報収集のシステム化・効率化を図る。 広報戦略室等の広報組織の充実を図ることにより、情報収集・情報発信のシステマティックかつ効率的なインフラ
の整備を図り、国民に対する説明責任を十分に果たすため、適切な情報提供に努める。

Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１　施設設備の整備・活用等に関する目標 １　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

安全で良好な施設環境を構築するために、小規模施設の耐震診断を行い、耐震補強工事を実施する。

施設設備の中期維持管理計画を見直すとともに、その計画に基づいた維持管理を実施する。

全学的な省エネルギー体制の整備を行い、環境負荷の少ないキャンパスを構築する。

２　安全管理に関する目標 ２　安全管理に関する目標を達成するための措置

教育研究環境の安全管理を推進する。 定期的に危機管理のための訓練及び研修等を実施するとともに、新たな危機管理に対応するマニュアルの作成・
改訂を進める。

３　法令遵守に関する目標 ３　法令遵守に関する目標を達成するための措置

研究費等の不正使用防止について、より効果的・効率的な公的研究費等の運営・管理を行う。

適正な法人運営のためのコンプライアンスを推進する。

（その他の記載事項）（別紙に整理）
〇予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画 〇出資計画 〇短期借入金の限度額 〇長期借入金又
は債券発行の計画 〇重要財産の処分(譲渡・担保提供)計画 〇剰余金の使途 ○施設・設備に関する計画

全学的にコンプライアンスを徹底する。

教育・研究活動の基盤として相応しい安全で良好な施設環
境を構築する。
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中  期  目  標 中  期  計  画 

 

別表１ （学部、研究科） 

 

学 

部 

 

商学部 

経済学部 

法学部 

社会学部 

 

研 

究 

科 

 

商学研究科 

経済学研究科 

法学研究科 

社会学研究科 

言語社会研究科 

国際企業戦略研究科 

国際・公共政策研究部、教育部 

 

 

別表２ （共同利用・共同研究拠点） 

 

経済研究所 

 

 

別表 （収容定員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

22 

年 

度 

 

 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３９３人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２８５人 

 社会学研究科   ３０６人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２６人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 
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商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

23 

年 

度 

 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３７８人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２７０人 

 社会学研究科   ３０３人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２３人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 
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商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

24 

年 

度 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３６３人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２５５人 

 社会学研究科   ３０３人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２３人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 
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商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

25 

年 

度 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３６３人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２５５人 

 社会学研究科   ３０３人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２３人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 
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商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

26 

年 

度 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３６３人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２５５人 

 社会学研究科   ３０３人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２３人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 
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商学部    １，１００人 

経済学部    １，１００人 

法学部      ６８０人 

社会学部     ９４０人 

 

平 

成 

27 

年 

度 

 

 

 

 

商学研究科    ３０６人 
うち修士課程    ２１６人 

博士課程     ９０人 

経済学研究科   ２３０人 
うち修士課程    １４０人 

博士課程     ９０人 

法学研究科    ３６３人 
うち修士課程     ３０人 

博士課程     ７８人 

専門職学位課程 ２５５人 

 社会学研究科   ３０３人 
       うち修士課程    １８０人 

博士課程      １２３人 

  言語社会研究科  １６１人 
うち修士課程     ９８人 

博士課程     ６３人 

国際企業戦略研究科  ３３８人 
うち修士課程     ５６人 

博士課程     ８４人 

専門職学位課程 １９８人 

  国際・公共政策教育部 １１０人 
うち専門職学位課程 １１０人 

 


